
税務課からのお知らせ税務課からお知らせ

確定申告会場についてのお知らせ

〇会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
　※作成済の申告書の提出のみの場合は「入場整理券」は不要です。
〇入場整理券は会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
　※入場整理券の当日の配付状況は、国税庁ホームページで確認できます。
〇オンライン事前発行は、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントから申し込むことができます。

問 徳島税務署  〒770-0847 徳島市幸町三丁目 54  ☎０８８・６２２・４１３１

アスティとくしま《３階 第２特別会議室》（徳島市山城町東浜傍示１-1）
２月16日（金） から３月15日（金） まで
※土日・祝日については、２月25日（日） のみ開場します。

午前９時から午後４時まで
※入場整理券の配付状況に応じて、午後4時よりも前に受付を締め切る場合があります。

開設場所

開設期間

受付時間

○１月17日（水）から３月15日（金）まで「確定申告電話相談センター」を開設し、所得税等の確
定申告の相談にお答えします（受付時間：午前８時３０分から午後５時まで）。

　※土日・祝日については、２月18日（日）および２月25日（日）のみ電話相談を行います。
○AIを活用した税務相談チャットボット「ふたば」は、24時間（メンテナンス時間を除く。）質問
を受け付けていますのでぜひご利用ください。

電話等による申告相談をご利用ください！

ス
マ
ホ・パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
！

郵
送
に
よ
る
提
出
の
場
合
は
、１
月
31
日
（水）

必
着
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

固
定
資
産
税
に
関
す
る
申
告
書

◎
償
却
資
産
申
告
書

　
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産
（
無
形

減
価
償
却
資
産
を
除
く
）
の
所
有
者
は
、
１
月
１

日
現
在
の
資
産
を
１
月
31
日
（水）
ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。（
申
告
用
紙
が
届
い
て
い
な
い
事
業
所
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。）

　
太
陽
光
発
電
設
備
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人
ま
た

は
個
人
事
業
主
は
、
償
却
資
産
の
申
告
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
10
ｋ
Ｗ
以
上
の
発
電
規
模
を
持
つ
も
の
は
、

住
宅
用
の
も
の
で
あ
っ
て
も
課
税
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
申
告
が
必
要
で
す
。

　
※
償
却
資
産
と
は
、
個
人
ま
た
は
法
人
で
工
場

や
商
店
、
農
業
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
、機
械
、

装
置
、
工
具
、
器
具
、
備
品
な
ど
（
土
地
・
家
屋

を
除
く
）
の
こ
と
で
す
。
毎
年
１
月
１
日
現
在
所
有

し
て
い
る
償
却
資
産
に
つ
い
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

【
番
号
の
記
載
と
本
人
確
認
の
実
施
】

　
申
告
書
な
ど
の
書
類
を
提
出
す
る
際
は
、
各
書

類
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
個
人
番
号
・
法
人
番
号

を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、個
人
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る

際
は
、成
り
す
ま
し
を
防
止
す
る
た
め
、個
人
番
号
・

本
人
確
認
書
類
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
な
ど
の
本
人

確
認
措
置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

１
月
31
日
（水）
期
限
の

申
告
書
等
に
つ
い
て

◎
家
屋
異
動
申
告
書

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和
５
年
12
月
ま
で
の
間

に
、
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方
や
家
屋
の
用
途
を

変
更
さ
れ
た
方
は
、「
家
屋
異
動
申
告
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
住
宅
用
地
申
告
書

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和
５
年
12
月
ま
で
の
間

に
、
土
地
を
新
た
に
住
宅
の
用
に
供
し
た
り
、
住

宅
の
用
に
供
し
て
い
た
土
地
を
住
宅
以
外
の
用
に

供
し
た
場
合
な
ど
、
住
宅
用
地
の
利
用
状
況
に
異

動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、１
月
31
日
（水）
ま
で
に
「
住

宅
用
地
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
住
宅
に
係
る
家
屋
の
用
途
を
変
更
さ
れ

た
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

問 

固
定
資
産
税
担
当（
市
役
所
１
階
） 

☎
３
２
・
２
１
１
５
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
３
３
・
３
４
０
１


koteishisanzei@

city.kom
atsushim

a.

　 i-tokushim
a.jp

個
人
住
民
税
に
関
す
る
報
告
書

給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　
給
与
支
払
者
は
、
令
和
５
年
分
の
給
与
に
つ
い

て
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
の
令
和
６

年
１
月
１
日
現
在
（
中
途
退
職
し
た
方
に
つ
い
て

は
退
職
時
）
の
住
所
地
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
給
与
支
払
報
告
書
は
、
税
務
署
へ
の

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
合

計
表
」
の
提
出
と
は
別
に
、
該
当
す
る
市
町
村

に
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

■
提
出
日 

１
月
31
日
（水）
必
着

※
期
限
厳
守
の
う
え
、お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
対
象
者

　
事
業
主
の
方
が
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
給
与
の
支
払
い
を
行
っ
た
従
業
員
の
方

※
役
員
・
正
社
員
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
の
別
や
所

得
税
の
確
定
申
告
有
無
の
別
、
支
払
い
給
与
の
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
中
途
退
職
し
た
方
、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
税
額
表

の
乙
欄
・
丙
欄
適
用
の
方
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
徳
島
県
と
県
内
全
市
町
村
は
、
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
徹
底
の
た
め
「
徳
島
県
統一基
準
」
に
該

当
す
る
場
合
を
除
き
、
事
業
主
の
皆
さ
ま
に
従
業
員

事
業
主
の
方
へ

普通徴収該当理由「徳島県統一基準」※
普
通
徴
収
と
す
る
場
合
は
、個
人
別
明
細
書
の
摘
要

欄
に
も
普
通
徴
収
に
該
当
す
る
理
由
の
略
号（
普
Ａ

か
ら
普
Ｅ
）を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
な
ど
の
電
子
媒
体
を
ご
利
用
の
場
合
は
、

該
当
す
る
方
の「
普
通
徴
収
」欄
に
必
ず
チ
ェ
ッ
ク

を
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、摘
要
欄
に
該
当
す
る
略

号
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、こ
の
場
合
は
、

「
普
通
徴
収
該
当
理
由
書
」の
添
付
は
不
要
で
す
。

受給者総人員数が２人以下（他市町村分も
含め、次の普Ｂから普Ｅに該当する方を除い
た全受給者数が2人以下）

他の事業所で特別徴収をされている方
（例：乙欄該当者）

給与が少額で，特別徴収税額の引き去りができ
ない方（前年の年間給与支給額が93万円以下）

給与の支払が不定期な方（例：給与の支払
が毎月でない）

退職または退職予定（５月末日まで）の方

普Ａ

普Ｂ

普Ｃ

普Ｄ

普Ｅ

原
則
す
べ
て
の
事
業
主
の
皆
さ
ま
に

従
業
員
の
個
人
住
民
税
を
特
別
徴

収
し
て
い
た
だ
き
ま
す

電
子
申
告
が
便
利
で
す

電
子
申
告
を
ご
利
用
い
た
だ
く
メ
リ
ッ
ト

　
本
市
で
は
、
給
与
支
払
報
告
書
の
ご
提
出
の
際
に

e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）の
利
用
を
推
奨
し
て

い
ま
す
。
e
L
T
A
X
は
、
地
方
税
の
申
告
や
納

税
を
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
簡
単
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、 ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
下
記
2
次
元
コ
ー
ド
）を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

●
複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
一
括
提
出

●
提
出
の
際
の
郵
送
料
や
事
務
負
担
を
軽
減

●
専
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
る
入
力
支
援
機
能

●
電
子
申
告
の
ほ
か
、
関
連
の
届
出
や
電
子
納

税
に
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
徳
島
県
統
一
基
準

　
原
則
、
す
べて
の
従
業
員
の
方
が
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
左
の
表
に
あ
る
基
準
（
普
Ａ
か

ら
普
Ｅ
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
面
、

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
時
に
「
普
通
徴
収
該
当
理

由
書
」
を
併
せ
て
市
町
村
へ
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

例
外
的
に
普
通
徴
収
（
従
業
員
が
市
町
村
か
ら
送
付

さ
れ
る
納
付
書
で
納
付
す
る
方
法
）が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　「
普
通
徴
収
該
当
理
由
書
」
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下
記
2

次
元
コ
ー
ド
）
に
様
式
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

令
和
６
年
度 

市
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

■
申
告
期
間 

２
月
１６
日
（金）
〜
３
月
１５
日
（金）

（
※
土
日
・
祝
日
除
く
）

■
申
告
会
場 

市
役
所
４
階
大
会
議
室

■
受
付
時
間 

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

※
事
前
予
約
の
実
施
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
ご
自
宅
等
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ

コ
ン
を
使
っ
て
、ご
自
身
で
確
定
申
告
が
で

き
る
便
利
な
電
子
申
告
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
１
年
目
）

・
上
場
株
式
等
の
譲
渡

・
上
場
配
当

　
そ
の
他
、「
青
色
申
告
」、「一般
株
式
等

の
譲
渡
」、「
土
地
の
譲
渡
」、「
更
正
の
請
求
」、

「
先
物
所
得
」、「
相
続
等
に
係
る
生
命
保

険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
（
保
険
年
金
）」

「
雑
損
控
除
」
等
は
、
税
務
署
等
で
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
を
申
告
さ
れ
る
方
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
【
内
訳
書
】」、
事
業

所
得
等
（
営
業
等
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
）

が
あ
る
方
は
「
収
支
内
訳
書
」
が
必
要
で
す
。

事
前
に
作
成
の
う
え
、
申
告
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
事
前
に
作
成
が
難
し
い
場
合
は
、会
場
内
の

「
医
療
費・収
支
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。ま
た
、医
療
費・収
支
作
成
コ
ー

ナ
ー
で
は
、2
月
16
日
（金）
か
ら
29
日
（木）
ま
で

（
期
間
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
承
知
く
だ
さ
い
。）の
間
は
、税
理
士
へ
の

相
談
が
可
能
で
す
。

本
市
会
場
で
受
付
で
き
な
い

申
告
内
容

医
療
費
控
除
の
明
細
書
・
収
支

内
訳
書
は
事
前
に
作
成
が
必
要

で
す
！！

問 

市
民
税
担
当
（
市
役
所
１
階
）

☎
３
２
・
３
８
２
１
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
３
３
・

３
４
０
１


shim

inzei@
city.kom

atsushim
a.

　 i-tokushim
a.jp

確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、便
利
な
e-

T
a
x（
電
子
申
告
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
ご
自
宅
等
か
ら
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
）に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
画
面
の
案
内
に
沿
っ
て
入
力
す
る
だ
け
で
申
告
書
を

作
成
で
き
ま
す
。

●
消
費
税
の
確
定
申
告
書
も
ス
マ
ホ
・
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
で
き
ま
す
！

●
作
成
し
た
申
告
書
は
、
そ
の
ま
ま
e-

T
a
x
を
利
用
し
て
送
信
で
き
ま
す
！

【
e-

T
a
x
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先
】

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル（
０
５
７
０・０
１・５
９
０
１
）

「確定申告書等
作成コーナー」
はこちら！

7
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